
一 般 事 業 主 行 動 計 画  
 
 

株 式 会 社 や ま と は 、「 次 世代 育 成 支 援 対 策 推 進 法」及び「 女 性 活 躍 推 進 法」の 主旨 に も と づ き 、次 代の 社 会を
担 う 子 供 が 健 や か に 生 ま れ、育 成 さ れ る 環 境 整 備 を進め る た め 、社 員 が 仕 事 と子育 て を 両 立 さ せ 、か つ 社員全
員 が 働 き や す い 環 境 を 作 るこ と に よ っ て 、す べ て の 社員 が そ の 能 力 を 十 分 に 発 揮で き る よ う に す る と と も に、
女 性 の 職 業 生 活 に お け る 活 躍 を 推 進 す る た め 、 女 性 が そ の 個 性 と 能 力 を 十 分 に 発 揮 し て 職 業 生 活 に お い て 管
理 職 と し て 活 躍 で き る 雇 用環 境 を 形 成 す る た め 、 次 のよ う に 行 動 計 画 を 策 定 し てい ま す 。  
 
 

 計 画 期 間                                               

 
令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和１ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の ５年 間  

  
 

 雇 用 環 境 の 整 備 に 関 す る 事 項                                   

 
目 標 １ ：  社 員 の 育 児 休 職を 取 り や す い 環 境 づ く り 

・ 女 性 の 育 児 休 職 取 得 率 目標 を ８ ０ ％ 以 上 と し ま す 。 
   
目 標 ２ ：  男 性 社 員 も 出 産・ 育 児 に 参 加 で き る 環 境 づく り  

・ 計 画 期 間 中 に 男 性 の 育 児休 職 取 得 者 目 標 を ３ 名 以 上と し ま す 。 
 
 

【 対 策 】  令 和 ７ 年 ４ 月 ～ 
 
①  一 般 事 業 主 行 動 計 画 に関 す る 資 料 を 社 内 掲 示 板 に掲 示 し 、 周 知 を 図 り ま す 。 

   
②  本人または配偶者が妊娠をしたことを申し出た社員に対し、育児休職制度および育児休業制度・手続きについて 

記した資料を配付し、総務人事課によるカウンセリングを行います。 
 

③  本 人 ま た は 配 偶 者 が 妊 娠 を し た こ と を 申 し 出 た 社 員の 所 属 す る 部 署 の 上 ⾧ に 対 し 、 休 業 中 の 人 員 補 充 態 勢 を
明 確 に し 、 本 人 が 気 兼 ね なく 休 業 取 得 が で き る 体 制 をと り ま す 。 

 
 

 働 き 方 の 見 直 し に 資 す る 多 様 な 労 働 条 件 の 整 備 に 関 す る 事 項               

 
目 標 １ ：  所 定 外 労 働 の 削減 の た め の 措 置 の 実 施 

・所定外労働削減のために上⾧への実態把握・フィードバックを早め、スムーズな対策実施をおこないます。 
 

【 対 策 】  令 和 ７ 年 ４ 月 ～ 
 
①  社 員 の 所 定 外 労 働 時 間の デ ー タ を 上 ⾧ に フ ィ ー ドバ ッ ク を 行 い 、 必 要 な 指 導を 行 い ま す 。 

 
 

 女 性 の 活 躍 に 関 す る 事 項                                             

  
目 標 １ ：  管 理 職 に 占 め る女 性 割 合 を ５ ０ ％ に す る 。 

 
【 取 り 組 み 内 容 】  令 和 ７年 ４ 月 ～  

 
①  女 性 の 割 合 の 高 い 有 期契 約 社 員 の 正 社 員 登 用 実 施。  

 
②  女 性 社 員 を 各 セ ク シ ョン に お い て 配 置 拡 大 す る 。 

 
③  新 規 事 業 の 立 ち 上 げ で社 員 の 公 募 制 を 採 用 。 女 性登 用 の 機 会 を 広 げ る 。 


